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【
27-

１
】
人
相
書
（
国
定
村
忠
次
郎
ほ
か
二
名
人
相
書
、
天
保
十
三
年
） 

（
利
根
郡
み
な
か
み
町
「
中
閑
均
家
文
書
」
Ｐ
九
三
〇
二
・
№
七
七
） 

                             

 

《
釈 

文
》 

  
 

 
 

 
 

 

人 

相 

書 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

国
定
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
宿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

忠
次
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

当
寅
三
拾
才
余 

 

一 

中
丈
、
殊
之
外
大

（
太
）

り
候
方 

 

一 

顔
丸
く
、
鼻
筋
通 

 

一 

色
白
キ
方 

 

一 

髪
大
た
ふ
さ 

 

一 

眉
毛
こ
く
、
其
外
常
躰

（
体
） 

 
 

 
 
 

角
力
取
共
相
見
申
候 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日
光 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
宿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

圓
（
円
） 

 

蔵 

 

一 

ひ
た
い
に
疵
有
之 

 
 

寅
四
拾
五
才 

 

一 

丈
ひ
く
き
方 

 

一 

や
せ
形
、
顔
細
長
く 

 

一 

鼻
筋
通
、
色
黒
キ
方 

 

一 

髪
・
目
・
耳
、
常
躰 

 
 

 

言
舌
下
野
な
ま
り 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

赤
堀
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

無
宿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

相 

吉 

 

一 

此
者
、
人
相
不
相
知 

 

当
寅
弐
拾
四
・
五
才 

  
 

右
之
外
、
同
類
四
・
五
人
有
之
候 
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《
読
み
下
し
文
》 

  
 

 
 

 
 

 

に
ん人 

そ
う相 

が
き書 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

く
に
さ
だ

国
定
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

む
し
ゆ
く

無
宿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ち
ゆ
う
じ
ろ
う

忠
次
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
と
ら寅

三
拾
才
余
り 

一 

中
た
け丈

、
こ
と殊

の
ほ
か外

太
り

そ
う
ろ
う

候

ほ
う方 

一 

顔
丸
く
、

は
な
す
じ

鼻
筋
通
る 

一 

い
ろ色

白
き

ほ
う方 

一 

髪
大
た
ぶ
さ
（
髻
） 

一 

ま

ゆ

げ

眉
毛
こ
く
（
濃
く
）
、

そ其
の

ほ
か外
じ
よ
う

常
た
い躰 

 
 
 
 

す

も

う

角
力
取
り

と
も共
あ
い相

見
え

も
う申

し
そ
う
ろ
う

候

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
つ
こ
う

日
光 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

無
宿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

え
ん圓 

ぞ
う蔵 

一 

ひ
た
い
（
額
）
に

き
ず疵
こ之

れ
あ有

り 

寅
四
拾
五
才 

一 

丈
ひ
く
き
（
低
き
）
方 

一 

や
せ
（
痩
せ
）
形
、

か
お顔
ほ
そ
な
が

細
長
く 

一 

鼻
筋
通
る
、
色
黒
き
方 

一 

髪
・
目
・
耳
、
常
躰 

 
 

ご
ん言
ぜ
つ舌
し
も下
つ
け野

な
ま
り
（
訛
り
） 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
か
ほ
り

赤
堀
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

無
宿 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

相 

き
ち吉 

一 

こ此
の
者
、

に
ん人
そ
う相
あ
い相
し知

れ
ず 

 

当
寅
弐
拾
四
・
五
才 

  

右
の

ほ
か外

、
ど
う同
る
い類

四
・
五
人

こ之
れ

あ有
り
候 

【
27-

２
】
大
戸
村
関
所
周
辺
絵
図
（
天
保
十
三
年
十
二
月
） 

（
吾
妻
郡
東
吾
妻
町
大
戸
「
大
戸
区
有
文
書
」
Ｐ
〇
五
〇
一
・
№
七
四
三
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

縦
五
四･

一
㎝×

横
五
二･

六
㎝ 

        

絵図全体 
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《
釈 

文
》 

  
 

當
村
絵
図
、
書
面
之
通 

 
 

相
違
無
御
座
候
、
以
上 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

上
州
吾
妻
郡
大
戸
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
姓
代 

 
 

 

天
保
十
三
寅
年
十
二
月 

 

太
郎
左
衛
門
（
印
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

組 

頭 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長 

右 

衛
門
（
印
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
主 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
部
安
左
衛
門
（
印
） 

 
 

 

岩 

鼻 

 
 

 
 

御 
 

役 
 

所 
 

《
読
み
下
し
文
》 

  
 

當
村
絵
図
、
書
面
の
通
り 

 
 

相
違
御
座
無
く
候
、
以
上 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

上
州
吾
妻
郡
大
戸
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
姓
代 

 
 

 

天
保
十
三
寅
年
十
二
月 

 

太
郎
左
衛
門
（
印
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

組 

頭 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長 

右 

衛
門
（
印
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

名
主 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

加
部
安
左
衛
門
（
印
） 

 
 

 

岩 

鼻 

 
 

 
 

御 
 

役 
 

所 

同絵図右下の下げ紙 
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《
釈 

文
》 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

西 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

本
宿
村
境 

  

（
は葉
じ地
か

み紙
山
） 

 

字
は
し
か
ミ
山 

 
 

 

御
林
弐
町
歩 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
柏
木
村
境 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

御
関
所 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

お

か

こ

い

御
囲
御
林 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
町
四
反
五
畝
歩 

   
 

 
 

 
 

 
 

大
戸
村 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浄
土
宗
大
運
寺 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
嶋
村
境 

  

絵図部分 

 御関所 

榜示杭 字霜田 信州道・草津温泉道 
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《
用
語
・
地
名
・
人
物
等
》 

①
【
人
相
書
：
に
ん
そ
う
が
き
】
失
踪
者
・
犯
罪
者
な
ど
を
捜
索
・
逮
捕
す
る
た
め
に
、

そ
の
人
の
容
貌
の
特
徴
を
記
載
し
て
配
布
す
る
も
の 

②
【
丈
：
た
け
】
物
の
高
さ
。
長
さ
。
こ
の
文
書
の
場
合
「
背
丈

せ

た

け

」 

③
【
殊
之
外
：
こ
と
の
ほ
か
】
格
別
な
こ
と
。
と
り
わ
け
。
は
な
は
だ
。 

④
【
鼻
筋
：
は
な
す
じ
】
眉
間
か
ら
鼻
の
先
端
ま
で
の
線
。
鼻
柱
。
鼻
道
。 

⑤
【
髻
：
た
ぶ
さ
】
髪
を
頂
に
束
ね
た
と
こ
ろ
。
も
と
ど
り
。 

⑥
【
常
体
：
じ
ょ
う
た
い
】
＝
常
態
＝
い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
普
通
の
状
態
。 

⑦
【
角
力
（
相
撲
）
取
：
す
も
う
と
り
】
相
撲
を
取
る
こ
と
を
職
業
と
す
る
者
。
す
ま

い
と
り
。
す
ま
い
び
と
。
力
士
。
相
撲
。 

⑧
【
日
光 

圓
蔵
：
に
っ
こ
う 

え
ん
ぞ
う
】
享
和
元
（
一
八
〇
一
）
年
～ 

天
保
一
三
（
一

八
四
二
）
年
、
江
戸
後
期
の
博
徒
。
元
は
下
野
国
日
光
例
幣
使
道
板
橋
宿
の
晃
圓

と
い
う
名
の
僧
で
あ
っ
た
が
、
後
に
上
野
国
の
博
徒
・
国
定
村
忠
次
郎
の
子
分
と

な
り
、
日
光
円
蔵
と
称
す
る
。
性
機
敏
に
し
て
頓
才
に
秀
れ
て
い
た
た
め
、
忠
次

郎
の
軍
師
・
参
謀
と
言
わ
れ
る
存
在
と
な
る
。
天
保
一
三
年
、
捕
縛
さ
れ
る
。
そ

の
後
、
刑
死
と
も
牢
死
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
享
年
四
二
。 

⑨
【
言
舌
：
ご
ん
ぜ
つ
】
物
を
言
う
こ
と
。
物
言
い
。
弁
舌
。 

⑩
【
下
野
：
し
も
つ
け
】
旧
国
名
。
現
在
の
栃
木
県
。
野
州
。 

⑪
【
同
類
：
ど
う
る
い
】
同
じ
仲
間
。
ま
た
、
一
族
。 

⑫
【
大
戸
村
：
お
お
ど
む
ら
】
吾
妻
郡
の
う
ち
。
元
和
四
（
一
六
一
八
）
以
降
、
幕
府

領
。
寛
永
二
〇
（
一
六
四
三
）
年
、
萩
生
村
・
本
宿
村
を
分
村
（
『
上
野
国
郡
村

誌
』
）
。
村
高
は
、
「
天
保
郷
帳
」
で
六
九
九
石
余
。
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年

の
宗
門
帳
に
よ
る
と
、
戸
数
二
〇
二
軒
・
人
数
九
三
一
。
助
郷
は
、
時
に
応
じ
て

中
山
道
軽
井
沢
宿
・
坂
本
宿
な
ど
に
指
定
。
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
の
和
宮
降

嫁
の
際
、
人
足
一
五
〇
人
・
馬
一
二
疋
で
勤
め
た
。
村
内
に
中
山
道
の
脇
往
還
信

州
（
草
津
）
街
道
・
大
戸
通
り
の
宿
場
が
あ
り
、
交
通
の
要
地
で
、
飯
山
・
須
坂
・

松
代
三
藩
の
城
米
、
信
州
・
西
吾
妻
の
物
資
、
善
光
寺
参
詣
や
草
津
入
湯
客
の
往

来
で
繁
忙
し
た
。
天
保
八
（
一
八
三
七
）
の
宿
絵
図
（
大
戸
区
有
文
書
）
に
よ
る

と
、
戸
数
六
八
。
文
政
～
天
保
年
間
の
「
諸
業
高
名
録
」
に
当
宿
の
問
屋
・
叶
屋
・

吉
野
家
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
幕
末
の
改
革
組
合
村
高
帳
に
よ
れ
ば
、
当
村

ほ
か
四
三
か
村
組
合
の
寄
場
村
、
高
六
九
九
石
余
、
家
数
一
五
五
軒
。 

⑬
【
加
部
安
左
衛
門
：
か
べ
や
す
ざ
え
も
ん
】
江
戸
期
、
大
戸
村
で
名
主
役
な
ど
を
務

め
た
家
の
当
主
名
（
襲
名
）
。
農
業
の
他
、
酒
造
業
、
金
融
業
、
麻
・
繭
の
仲
買

な
ど
で
代
々
財
を
な
し
た
。
当
該
絵
図
・
文
書
の
頃
の
当
主
は
、
弘
化
三
（
一
八

四
六
）
年
没
の
第
十
代
「
兼
重
」
と
考
え
ら
れ
る
。
幕
府
の
命
で
足
尾
銅
山
の
経

営
再
建
、
江
戸
城
改
築
に
伴
う
川
浦
山
御
用
材
伐
り
出
し
元
締
役
な
ど
を
務
め

た
。 

⑭
【
大
戸
関
所
：
お
お
ど
せ
き
し
ょ
】
寛
永
八
（
一
六
三
一
）
年
に
本
宿
村
か
ら
移
し
、

中
山
道
の
裏
固
め
と
し
て
設
置
。
関
所
役
人
は
、
大
戸
村
の
市
場
氏
・
加
部
氏
、

本
宿
村
の
堀
口
氏
、
萩
生
村
の
田
中
氏
の
四
氏
。
廃
関
は
明
治
四
（
一
八
七
一
）
。

関
所
破
り
で
処
刑
さ
れ
た
者
は
八
件
十
一
人
（
同
前
）
、
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）

磔
刑
の
国
定
村
忠
次
郎
が
有
名
。
関
所
付
き
村
で
、
将
軍
の
上
洛
や
日
光
社
参
な

ど
の
非
常
時
警
戒
の
時
に
は
、
加
番
人
足
や
番
小
屋
の
固
め
人
足
で
詰
め
、
普
請

の
際
に
は
夫
役
（
ぶ
や
く
）
な
ど
の
負
担
が
あ
っ
た
。 

⑮
【
御
林
：
お
は
や
し
】
江
戸
幕
府
の
直
轄
林
。
諸
藩
の
直
轄
林
で
あ
る
留
山
・
御
山
・

御
建
山
な
ど
と
も
称
し
た
。
領
主
の
土
木
・
建
築
用
材
を
提
供
し
、
木
材
を
販
売

し
て
領
主
の
財
政
に
資
す
る
ほ
か
、
保
安
林
的
な
も
の
も
あ
っ
た
。
御
林
の
設
定

は
、
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）
以
後
。
御
林
守
や
隣
接
村
の
村
役
人

が
管
理
し
、
盗
伐
者
を
厳
罰
に
処
し
た
。
近
接
村
に
対
し
て
枯
木
の
払
い
下
げ
や

下
草
採
取
は
許
す
が
、
用
益
・
無
断
立
入
は
認
め
な
い
。
明
治
期
以
降
、
国
有
林

に
編
入
さ
れ
た
。 

⑯
【
榜
示
杭
：
ぼ
う
じ
ぐ
い
】
境
界
の
印
に
立
て
る
杭
。
さ
か
い
ぐ
い
。 

⑰
【
大
運
寺
：
だ
い
う
ん
じ
】
浄
土
宗
鎮
西
派
、
山
号
は
華
庭
山
天
樹
院
。
古
刹
で
、

加
部
安
左
衛
門
家
の
菩
提
寺
。
吾
妻
三
十
三
所
観
音
第
八
番
札
所
の
仙
人
岩
窟
が

あ
り
、
延
宝
六
（
一
六
七
八
）
年
の
石
像
十
八
羅
漢
像
が
あ
る
。
元
禄
年
間
、
現

東
吾
妻
町
原
町
・
善
導
寺
の
に
末
寺
と
な
る
。 

⑱
【
本
宿
村
：
も
と
じ
ゅ
く
む
ら
】
吾
妻
郡
の
う
ち
。
元
和
四
（
一
六
一
八
）
年
以
降
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幕
府
領
。
寛
永
二
〇
（
一
六
四
三
）
年
大
戸
村
か
ら
分
村
し
た
と
い
う
（
『
吾
妻

郡
誌
』
）
。
村
高
は
、
「
天
保
郷
帳
」
二
七
一
石
余
。
中
山
道
脇
往
還
の
信
州
（
草

津
）
街
道
・
大
戸
通
り
が
村
内
を
通
る
。
嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
か
ら
十
五
年

間
、
中
山
道
軽
井
沢
宿
の
代
助
郷
を
勤
め
る
。
温
川
か
ら
取
水
し
た
霜
田
用
水
は
、

宿
並
か
ら
三
村
入
会
の
霜
田
耕
地
へ
引
水
。
関
谷
は
権
田
道
の
分
岐
点
で
、
寛
永

六
年
ま
で
関
所
が
あ
っ
た
。
大
戸
関
所
へ
移
転
後
も
関
所
付
村
と
し
て
将
軍
の
上

洛
や
日
光
社
参
な
ど
非
常
時
の
警
戒
で
は
番
小
屋
を
設
け
て
固
め
、
人
足
で
詰
め

た
り
、
普
請
の
時
に
は
夫
役
の
負
担
が
あ
っ
た
。
村
内
の
入
会
秣
場
甘
酒
原
の
利

用
を
め
ぐ
り
西
隣
り
の
須
賀
尾
村
と
境
論
と
な
り
承
応
二
（
一
六
五
三
）
年
に
裁

許
が
あ
っ
た
。
幕
末
の
改
革
組
合
村
高
帳
で
は
大
戸
村
寄
場
組
合
に
属
し
、
高
二

七
一
石
余
、
家
数
一
二
五
。 

⑲
【
大
柏
木
村
：
お
お
か
し
わ
ぎ
む
ら
】
吾
妻
郡
の
う
ち
。
寛
永
十
五
（
一
六
三
八
）

年
以
降
、
幕
府
領
。
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
、
須
賀
尾
村
か
ら
分
村
（
『
上
野

国
郡
村
誌
』
）
。
村
高
は
、
「
天
保
郷
帳
」
三
二
七
石
余
。
文
政
十
（
一
八
二
七
）

年
の
戸
数
一
四
六
・
六
七
〇
人
、
農
間
に
職
人
・
商
渡
世
三
七
軒
。
村
内
を
信
州

街
道
の
支
道
が
通
り
、
佐
奈
坂
峠
越
え
で
三
島
村
、
川
原
湯
峠
越
え
で
川
原
湯
温

泉
へ
通
じ
る
。
大
戸
関
所
の
関
所
付
村
で
、
将
軍
上
洛
・
日
光
社
参
時
は
夫
役
を

負
担
。
百
姓
持
ち
林
か
ら
関
所
柵
木
を
出
し
年
貢
は
不
要
。
天
保
十
四
（
一
八
四

三
）
年
の
村
明
細
帳
に
よ
る
と
、
名
主
給
三
両
、
山
稼
ぎ
・
板
貫
・
下
駄
・
薪
炭

な
ど
が
同
村
の
重
要
な
仕
事
で
、
三
ノ
倉
の
市
な
ど
で
販
売
し
、
日
用
品
を
購
入

（
『
坂
上
村
誌
』
）
。 

⑳
【
三
嶋
村
：
み
し
ま
む
ら
】
吾
妻
郡
の
う
ち
。
文
政
十
三
（
一
八
三
〇
）
年
、
御
三

卿
清
水
家
領
、
安
政
二
（
一
八
五
五
）
年
幕
府
領
。
村
高
は
、
「
天
保
郷
帳
」
一

一
九
七
石
余
。
同
村
明
細
帳
に
よ
る
と
、
日
影
悪
地
が
多
く
、
中
・
下
の
麻
で
は

あ
る
が
、
当
時
、
郡
内
最
大
の
麻
の
産
地
で
年
貢
を
金
納
。
他
に
百
姓
持
ち
林
三

六
町
余
と
、
漆
年
貢
も
上
納
（
『
岩
島
村
誌
』
）
。
村
内
の
猿
橋
・
若
宮
は
、
幕

府
の
御
留
山
（
江
戸
期
、
林
産
物
や
動
物
を
取
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
山
）
で
あ

っ
た
。
幕
末
の
改
革
組
合
村
高
帳
に
よ
れ
ば
、
大
戸
村
寄
場
組
合
に
属
し
、
高
一

〇
八
七
石
余
・
家
数
二
六
七
軒
。 

《
内
容
解
説
》 

 

天
保
十
三
（
一
八
四
二
）
年
、
国
定
村
無
宿
忠
次
郎
と
そ
の
子
分
た
ち
は
、
上
州
か

ら
大
戸
関
所
を
通
ら
ず
に
迂
回
し
、
信
州
へ
向
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
今
回
は
、
引
き
続

き
国
定
村
忠
次
郎
に
関
す
る
同
年
の
文
書
と
絵
図
を
紹
介
す
る
。
同
年
は
、
三
ツ
木
村

文
蔵
の
捕
縛
か
ら
四
年
、
島
村
伊
三
郎
殺
害
一
件
か
ら
八
年
に
当
た
る
。 

 

文
書
は
、
寅
年
の
国
定
村
忠
次
郎
ほ
か
子
分
二
名
の
人
相
書
（
利
根
郡
み
な
か
み
町

月
夜
野
「
中
閑
均
家
文
書
」
№
七
七
）
で
あ
る
。
上
野
国
北
部
（
北
毛
）
利
根
郡
地
域

に
伝
存
し
た
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
年
に
は
忠
次
郎
ら
の
捜
索
手
配
が
、
北
毛
の

こ
の
地
域
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

文
書
の
年
次
と
三
者
の
年
齢
に
つ
い
て
。
国
定
村
忠
次
郎
（
国
定
忠
治
）
は
、
文
化
七

（
一
八
一
〇
）
年
生
ま
れ
で
、
嘉
永
三
（
一
八
五
〇
）
年
に
磔
刑
に
処
さ
れ
た
と
さ
れ

る
。
記
載
年
齢
が
、
「
当
寅
三
拾
才
余
」
で
、
天
保
十
三
壬
（
み
ず
の
え
）
寅
年
は
数

え
三
十
三
才
で
あ
る
。
「
三
拾
才
余
」
り
は
範
疇
か
。
二
人
目
の
日
光
の
圓
蔵
は
、
享

和
元
（
一
八
〇
一
）
年
生
ま
れ
で
、
こ
の
文
書
の
年
・
天
保
十
三
年
に
捕
縛
さ
れ
死
去

し
た
と
さ
れ
る
。
数
え
四
十
二
才
の
は
ず
で
あ
る
が
、
「
寅
四
拾
五
才
」
の
プ
ラ
ス
三

歳
は
、
忠
次
郎
と
ほ
ぼ
同
じ
誤
差
か
。
三
人
目
の
赤
堀
村
相
吉
は
、
文
政
元
年
生
ま
れ

で
、
同
年
は
、
数
え
二
十
五
才
に
当
た
る
。
「
当
寅
弐
拾
四
・
五
才
」
は
、
ほ
ぼ
合
致

し
て
い
る
。 

 

三
者
の
容
貌
に
つ
い
て
。
忠
次
郎
は
、
背
丈
は
中
く
ら
い
、
甚
だ
太
っ
て
い
る
方
で
、

顔
は
丸
く
、
鼻
筋
が
通
っ
て
い
て
、
肌
の
色
は
白
い
方
、
髪
は
頭
頂
部
に
大
髻

た
ぶ
さ

が
あ
り
、

眉
毛
が
濃
く
て
、
そ
の
他
は
普
通
、
相
撲
取
り
に
も
見
え
る
姿
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て

い
る
。
日
光
圓
蔵
は
、
額
に
傷
が
あ
り
背
丈
が
低
い
方
、
痩
せ
型
で
顔
が
細
長
く
、
鼻

筋
が
通
り
肌
の
色
は
黒
い
方
、
髪
・
目
・
耳
は
普
通
、
言
舌
は
下
野
な
ま
り
が
特
徴
。

赤
堀
村
相
吉
の
人
相
に
つ
い
て
は
、
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
、
と
あ
る
。 

 

絵
図
は
、
天
保
十
三
年
十
二
月
、
吾
妻
郡
大
戸
村
の
名
主
・
加
部
安
左
衛
門
、
組
頭
・

長
右
衛
門
、
百
姓
代
・
太
郎
左
衛
門
の
同
村
役
人
か
ら
、
岩
鼻
御
役
所
に
宛
て
て
差
し

出
さ
れ
た
大
戸
村
絵
図
の
控
え
で
あ
る
（
吾
妻
郡
東
吾
妻
町
大
戸
「
大
戸
区
有
文
書
」

№
七
四
三
）
。
こ
の
絵
図
の
方
角
は
、
近
世
期
の
多
く
の
絵
図
と
同
様
、
上
が
南
、
下
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が
北
、
左
が
東
、
右
が
西
で
あ
る
。
南
か
ら
北
へ
「
大
戸
村
」
家
並
み
に
引
か
れ
た
朱

線
が
「
信
州
道
・
草
津
温
泉
道
」
で
、
東
西
に
流
れ
る
小
川
を
板
橋
で
渡
っ
た
と
こ
ろ

が
「
御
関
所
」
で
あ
る
。
同
所
西
側
「
御
囲
御
林
」
手
前
に
「
御
番
屋
」
（
後
掲
〔
大

戸
関
所
絵
図
〕
参
照
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
北
門
の
両
側
に
、
西
は
「
御
囲
御
林
」
山

に
か
け
て
、
東
は
見
城
川
岸
に
か
け
て
矢
来
垣
が
築
か
れ
、
関
所
通
行
者
を
囲
ん
で
い

る
。
同
街
道
は
、
北
門
を
出
て
直
ぐ
西
方
へ
直
角
に
折
れ
進
ん
で
い
る
。
「
御
関
所
御

囲
御
林
」
山
と
同
村
南
西
の
「
字
は
じ
か
み
山
御
林
」
山
は
、

鶯
う
ぐ
い
す

色
に
塗
ら
れ
て
い

る
。
大
戸
村
東
方
の
見
城
川
両
岸
、
北
西
の
「
信
州
道
・
草
津
温
泉
道
」
両
側
、
大
戸

村
北
東
の
「
三
嶋
村
」
へ
か
け
て
の
道
両
側
な
ど
黄
色
に
塗
ら
れ
て
い
る
所
は
、
水
田

の
場
所
を
示
し
て
い
る
。
東
西
の
温
川
と
南
北
の
見
城
川
が
合
流
す
る
所
、
つ
ま
り
関

所
の
北
側
及
び
東
側
は
、
現
在
も
道
と
両
河
川
の
標
高
差
が
相
当
あ
る
断
崖
絶
壁
の
様

相
で
あ
る
。
関
所
か
ら
温
川
を
渡
っ
て
加
部
家
菩
提
寺
「
浄
土
宗
大
運
寺
」
へ
行
く
道

は
、
傾
斜
の
キ
ツ
イ
斜
面
を
く
の
字
に
下
り
、
木
橋
を
渡
っ
て
再
び
上
が
っ
て
い
る
。

関
所
北
東
側
の
見
城
川
対
岸
、
「
大
運
寺
」
北
側
、
「
大
柏
木
村
境
」
北
側
に
は
急
峻

な
山
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
天
然
の
要
害
の
地
、
大
戸
村
に
意
図
的
に
設
置
さ

れ
た
の
が
大
戸
「
御
関
所
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
巧
み
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
本
絵
図
で

あ
る
。 

 

同
年
、
忠
次
郎
と
子
分
た
ち
が
信
州
へ
向
か
っ
た
道
筋
は
、
史
料
的
に
明
ら
か
で
な

い
が
、
第

23

回
で
紹
介
し
た
関
緑
家
文
書
で
は
、
大
戸
関
所
を
通
ら
ず
、
沿
道
の
者

に
金
銭
を
与
え
口
封
じ
を
し
捜
索
を
遅
ら
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
大
戸

村
絵
図
に
は
、
同
村
在
住
者
で
も
立
入
を
厳
し
く
制
限
さ
れ
た
「
御
関
所
御
囲
御
林
」

山
、
「
字
は
じ
か
み
山
御
林
」
山
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
掲
「
元
禄
上
野
国
絵
図
」
に

は
、
大
戸
村
西
方
、
本
宿
村
・
須
賀
尾
村
南
方
に
「
御
巣
鷹
山
」
が
描
か
れ
て
い
る
。

忠
次
郎
ら
は
、
意
図
的
に
こ
れ
ら
の
地
域
を
ね
ら
っ
て
信
州
へ
向
か
っ
た
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、
信
州
へ
の
逃
亡
を
許
し
た
大
戸
関
所
の
地
理
的
環
境
を
再
確
認
す
る
た
め
、

幕
府
岩
鼻
役
所
が
こ
の
絵
図
を
描
か
せ
提
出
さ
せ
た
可
能
性
も
あ
る
。 

   

 

                             

  

当館所蔵「元禄上野国絵図」（大戸村周辺部分、1702 年、Ｐ8710・№1） 
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札
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見
城
川 

 
 

 
 

 

                                

 
 

                                    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

橋 ヨ リ 北 門 迄 
 

 

（ 北 門 ） 
 

 

北 
 

 
 （南 門 ） 凡 弐 拾 間 弐 尺 

 
 

 
 
 

 

   

北側より大戸関所跡をのぞむ（御林山下の右手欄干が関所南側の橋の位置、2019 年撮影） 

梁行二間半 

大戸村 

上州吾妻郡 

御林（山） 

御番屋 

横拾間三尺 

温川 

信州街道 



 

- 9 - 
群馬県立文書館（インターネット講座第 6 弾） 

  

  

                           

 

                                

大運寺墓地より南側・大戸関所御林山をのぞむ（2019 年撮影） 


